
号

外

一�
平

成
二
十
八
年

五

月
二
十
七
日

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一
ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会
規
則

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
三
十
五
条｣

を｢

第
三
十
五
条
の
二｣

に
改
め
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

審
理
手
続
の
計
画
的
進
行)

第
八
条
の
二

当
事
者
及
び
そ
の
代
理
人
並
び
に
人
事
委
員
会
は
、
円
滑
か
つ
迅
速
で
公
正
な
審
理
の

実
現
の
た
め
、
審
理
に
お
い
て
、
相
互
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
審
理
手
続
の
計
画
的
な
進
行
を
図

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
第
六
項
中｢

円
滑
迅
速
な｣

を｢

円
滑
か
つ
迅
速
な｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中｢

禁
止｣

を｢

制
限｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

そ
の
指
揮
に
従
わ
な

い
者
の
発
言
を
禁
止
す
る｣

を｢

発
言
が
そ
の
事
案
に
関
係
の
な
い
事
項
に
わ
た
る
場
合
そ
の
他
相
当

で
な
い
場
合
に
は
こ
れ
を
制
限
す
る｣

に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３

人
事
委
員
会
は
、
事
案
の
性
質
、
証
人
の
心
身
の
状
態
、
証
人
と
当
事
者
又
は
代
理
人
と
の
関
係

そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
証
人
が
当
事
者
、
代
理
人
又
は
傍
聴
人
の
面
前
で
陳
述
す
る
と
き
に
圧
迫
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号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
七
日



を
受
け
精
神
の
平
穏
を
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
相
当
と
認
め

る
と
き
は
、
当
事
者
、
代
理
人
又
は
傍
聴
人
と
の
間
で
、
相
互
に
相
手
の
状
態
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会

は
、
当
事
者
及
び
証
人
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

第
五
章
第
一
節
中
第
三
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

口
頭
審
理
の
終
了)

第
三
十
五
条
の
二

人
事
委
員
会
は
、
必
要
な
審
理
を
終
え
た
と
認
め
る
と
き
は
、
口
頭
審
理
を
終
了

す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

口
頭
審
理
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

審
査
請
求
人
か
ら
第
二
十
六
条
第
二
項
の
反
論
書
が
、
同
項
の
相
当
の
期
間
内
に
提
出
さ
れ
な

い
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
が
更
に
一
定
の
期
間
を
定
め
て
当
該
反
論
書
の
提
出
を
求
め
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
。

二

審
査
請
求
人
及
び
そ
の
代
理
人
が
共
に
口
頭
審
理
の
期
日
に
正
当
な
理
由
が
な
く
て
出
席
し
な

い
と
き
。

３

人
事
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
審
理
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
事
者

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
四
条
中｢

第
三
十
四
条
ま
で｣

の
下
に｢

、
第
三
十
五
条
の
二(
第
二
項
第
二
号
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
第
一
項
中｢

口
頭
審
理
の
期
日
又
は
期
日
外
に
お
い
て
、
事

実
上｣

と
あ
る
の
は｢

事
実
上｣

と
、
同
条
第
二
項
中｢

口
頭
審
理
の
期
日
外
に
お
い
て
前
項｣

と

あ
る
の
は｢

前
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
六
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中｢

審
査｣

の
下
に｢(

再
審
の
場
合
に
お
け
る
審
査
を
含
む
。)｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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